
 別 紙  

「久慈川水系河川整備計画（原案）」 

に対する公述にあたっての留意事項 
 

 「久慈川水系河川整備計画（原案）」について、河川法第１６条の２第４項

に基づき茨城県に在住する関係住民の皆様からご意見をお聴きするものです。 

 

 

（公述にあたって留意事項） 

１）公述は、お一人につき１会場において１回とします。 

２）公述は、お一人につき１５分を目安に行ってください。次の方がお待ちに

なられておりますので時間厳守でお願いします。 

３）公述は、公開で行います。 

４）関係住民の皆様からいただいたご意見については個別にお答えできません

ので、その旨ご了承ください。 

５）ご意見を発表いただける方（以下「公述人」という。）には、後日、事務

局から受付時間を連絡いたしますので、その時間までに会場にお越しくだ

さい。受付後、１５分程度で意見の発表となります。 

６）公述人は、受付で運転免許証などご本人とご住所が確認できるものをご提

示ください（代理人による陳述は出来ません）。 

７）公述人は、『応募用紙』に記載された意見に沿って発表してください。 

８）『応募用紙』のほかに、配付したい資料がある場合には、Ａ４用紙片面２

枚までにまとめた原稿を当日、受付にお渡しください。事務局で白黒両面

コピーを行い、１枚にしたものを配付します。なお、３枚以上の資料配付

を希望される場合には、２枚を超える分についてご持参ください。 

９）発表の際にプレゼンテーションソフト等の使用を希望される場合は、パソ

コンをご持参ください（事務局でプロジェクタ、スクリーン、プロジェク

タケーブルは用意します）。 

 

 

（公表） 

１）『応募用紙』については、個人情報が含まれる部分を除いた公表用の部分

をコピーしたものを、会場で配布するなど公開します。また、当日提出し

ていただいた配布希望資料についても同様の取り扱いとします。 

２）公述の状況については、事務局の記録として撮影及び録音を行います。 

３）いただいたご意見は、事務局で聴き取れる範囲で文字起こしを行い、後日

関東地方整備局ホームページで公開する予定です。 


